
  熊本市立野外教育施設運営協議会運営要綱 

 

制定 平成２４年１０月２５日健康福祉子ども局長決裁 

改定 平成２８年３月２５日青少年育成課長決裁 

改正 令和２年９月９日青少年教育課長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 熊本市立野外教育施設条例（昭和５０年条例第１３号）第９条第４項の規定に基づき、熊本市

立野外教育施設運営協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

(1)学校教育関係者 

(2)社会教育関係者 

(3)学識経験者 

(4)前３号に掲げるもののほか、必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会議） 

第４条 事務局は、必要に応じて会議を招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 出席委員の中から、議長を選出する。 

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（所掌事項） 

第５条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1)野外教育施設の事業計画及び運営方針の策定に関すること。 

(2)野外教育施設の指導者研修に関すること。 

(3)野外教育施設の安全管理及び広報に関すること。 

(4)野外教育施設の諸課題・検証・評価等に関すること。 

(5)前各号に掲げるもののほか、野外教育施設運営に必要な事項に関すること。 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局を教育委員会事務局教育総務部青少年教育課内に置く。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２４年１０月２５日から施行する。 



附則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附則 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

 


